
○
千
葉
県
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
七
月
三
十
一
日
千
葉
県

規
則
第
七
十
六
号
） 

 

千
葉
県
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
千
葉
県
規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

第
二
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
自
動
車
環
境
管
理
計
画
書
の
提
出
等
） 

第
二
十
四
条 

条
例
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
規
模
は
、
道
路
運
送
車
両
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定
す
る
普
通
自
動
車

及
び
小
型
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
及
び
被
け
ん
引
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
法
第
五
十
八
条
の
規

定
に
よ
る
有
効
な
自
動
車
検
査
証
の
交
付
を
受
け
た
も
の
の
合
計
が
三
十
台
以
上
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
環
境
管
理
計
画
書
（
以
下
「
計
画
書
」
と
い
う
。
）

の
提
出
は
、
自
動
車
環
境
管
理
計
画
書
（
別
記
第
十
九
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

計
画
書
は
、
特
定
事
業
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
三

月
三
十
一
日
を
含
む
事
業
年
度
ま
で
の
期
間
を
計
画
期
間
と
し
て
作
成
す
る
も
の
と
し
、
当
該
期
間
を

経
過
し
た
後
は
五
事
業
年
度
を
計
画
期
間
と
す
る
計
画
を
順
次
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

計
画
書
は
、
特
定
事
業
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
九
十
日
以
内
（
特
定
事
業
者
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
初
め
て
提
出
し
た
計
画
書
に
引
き
続
く
計
画
書
の
提
出
に
あ
っ
て

は
、
計
画
期
間
の
初
年
度
の
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
七
条
を
第
三
十
六
条
と
し
、
第
二
十
六
条
を
第
三
十
五
条
と
し
、
第
二
十
五
条
を
第
三
十
四
条 

と
し
、
第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
九
条
を
加
え
る
。 

(

計
画
書
の
変
更
の
届
出
） 

第
二
十
五
条 

条
例
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
書
の
内
容
の
変
更
の
届
出
は
、
自
動

車
環
境
管
理
計
画
書
変
更
届
出
書
（
別
記
第
二
十
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

自
動
車
環
境
管
理
計
画
書
変
更
届
出
書
は
、
計
画
書
の
内
容
を
変
更
し
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
実
績
報
告
書
の
提
出
等
） 

第
二
十
六
条 

条
例
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
実
績
報
告
書
の
提
出
は
、
自
動
車
環
境
管
理
実
績

報
告
書
（
別
記
第
二
十
一
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

自
動
車
環
境
管
理
実
績
報
告
書
は
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
九
十
日
以
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
自
動
車
環
境
管
理
者
の
選
任
及
び
解
任
の
届
出
） 

第
二
十
七
条 

条
例
第
五
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
自
動
車
環
境
管
理
者
選
任
（
解

任
）
届
出
書
（
別
記
第
二
十
二
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

自
動
車
環
境
管
理
者
選
任
（
解
任
）
届
出
書
は
、
自
動
車
環
境
管
理
者
を
選
任
し
、
又
は
解
任
し
た

日
か
ら
六
十
日
以
内
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



（
低
公
害
車
） 

第
二
十
八
条 
条
例
第
五
十
六
条
の
規
則
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
自

動
車
と
す
る
。 

一 

専
ら
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車 

二 

低
排
出
ガ
ス
車
認
定
実
施
要
領
（
平
成
十
二
年
運
輸
省
告
示
第
百
三
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り

認
定
さ
れ
た
自
動
車 

三 

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
指
定
す
る
自
動
車 

（
低
公
害
車
導
入
義
務
者
の
規
模
等
） 

第
二
十
九
条 

条
例
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
規
模
は
、
法
第
三
条
に
規
定

す
る
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
及
び
被
け
ん
引
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
法

第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
有
効
な
自
動
車
検
査
証
の
交
付
を
受
け
た
も
の
の
合
計
が
二
百
台
と
す

る
。 

２ 

条
例
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。 

３ 

条
例
第
五
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
低
公
害
車
の
導
入
期
限
は
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
と
す

る
。 

４ 

前
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
自
動
車
が
そ
の
指
定
を
解
除
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
条

例
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
者
が
当
該
指
定
を
解
除
さ
れ
た
日
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
解
除
日
」
と
い
う
。
）
前
に
当
該
自
動
車
を
導
入
し
、
か
つ
、
当
該
特
定
事
業
者
が
解
除

日
以
後
当
該
自
動
車
を
継
続
し
て
使
用
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
は
、
低
公
害
車
と
み
な
す
。
同
項

に
規
定
す
る
特
定
事
業
者
が
解
除
日
か
ら
百
八
十
日
以
内
に
当
該
自
動
車
を
導
入
し
、
か
つ
、
当
該
特

定
事
業
者
が
当
該
自
動
車
を
導
入
し
た
日
以
後
継
続
し
て
当
該
自
動
車
を
使
用
す
る
と
き
も
、
同
様
と

す
る
。 

（
低
燃
費
車
） 

第
三
十
条 

条
例
第
五
十
六
条
の
三
の
規
則
で
定
め
る
自
動
車
は
、
別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
自
動
車

の
種
別
ご
と
に
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
車
両
重
量
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
燃
費
目
標

値
を
下
回
ら
な
い
自
動
車
と
す
る
。 

（
自
動
車
環
境
情
報
の
事
項
） 

第
三
十
一
条 

条
例
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
燃
料
の
種
別
、
燃

料
の
消
費
率
及
び
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物

質
の
量
と
す
る
。 

一 

一
酸
化
炭
素 

二 

炭
化
水
素 

三 

非
メ
タ
ン
炭
化
水
素
（
天
然
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
に
限
る
。
） 

四 

窒
素
酸
化
物 

五 

粒
子
状
物
質
（
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
に
限
る
。
） 



六 
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
（
メ
タ
ノ
ー
ル
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
に
限
る
。
） 

七 

黒
煙
（
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
に
限
る
。
） 

３ 

条
例
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
排
出
ガ
ス
の
量
、
騒
音
の
大
き
さ
、
第
三
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
燃
料
の
消
費
率
及
び
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
値
と
す
る
。 

一 

自
動
車
（
天
然
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
を
除
く
。
）
の
排
出
ガ
ス
の
量 

次
の
い
ず
れ
か
に

定
め
る
値 

イ 

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
第
三
十
一
条
各
項
に

定
め
る
値 

ロ 

低
排
出
ガ
ス
車
認
定
実
施
要
領
に
定
め
る
値 

二 

天
然
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
の
排
出
ガ
ス
の
量 

天
然
ガ
ス
自
動
車
に
関
す
る
技
術
基
準

を
勘
案
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
値 

三 

騒
音
の
大
き
さ 

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
三
十
条
第
二
項
に
定
め
る
加
速
走
行
騒
音
の

値 

 

四 

燃
料
消
費
率 

法
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
そ
の
他
の
新
車
時
の
検
査
を
受
け
る
た
め

に
申
請
し
た
値
又
は
届
け
出
た
値 

 

五 

二
酸
化
炭
素
の
排
出
量 

知
事
が
定
め
る
燃
料
消
費
率
か
ら
求
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
値 

（
駐
車
場
の
規
模
） 

第
三
十
二
条 

条
例
第
五
十
六
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
規
模
は
、
駐
車
場
法
（
昭
和

三
十
二
年
法
律
第
百
六
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
自
動
車
の
収
容
能
力
が
二
十
台
又
は
自
動
車

の
駐
車
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。 

 

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
） 

第
三
十
三
条 

条
例
第
五
十
六
条
の
九
第
二
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
立
入
検
査
証
と
す
る
。 

別
表
第
六
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。 

別
表
第
七
（
第
三
十
条
） 

 

自
動
車
の
種
別 

 

車

両

重

量

の

区

分 

燃
費
目
標
値

（
リ
ッ
ト
ル
／

キ
ロ
メ
ー
ト

ル
） 

七
百
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満 

二
十
一
・
二 

七
百
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
八
百
二
十
八
キ
ロ
グ
ラ
ム 

未
満 

十
八
・
八 

八
百
二
十
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
千
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム 

未
満 

十
七
・
九 

ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料

と
す
る
乗
用
車 

千
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
千
二
百
六
十
六
キ
ロ
グ
ラ 

ム
未
満 

十
六
・
〇 



千
二
百
六
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
千
五
百
十
六
キ
ロ 

グ
ラ
ム
未
満 

十
三
・
〇 

千
五
百
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
千
七
百
六
十
六
キ
ロ 

グ
ラ
ム
未
満 

十
・
五 

千
七
百
六
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
二
千
十
六
キ
ロ
グ 

ラ
ム
未
満 

八
・
九 

二
千
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
二
千
二
百
六
十
六
キ
ロ 

グ
ラ
ム
未
満 

七
・
八 

 

二
千
二
百
六
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上 

六
・
四 

千
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満 

十
八
・
九 

千
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
千
二
百
六
十
六
キ
ロ
グ
ラ 

ム
未
満 

十
六
・
二 

千
二
百
六
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
千
五
百
十
六
キ
ロ 

グ
ラ
ム
未
満 

十
三
・
二 

千
五
百
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
千
七
百
六
十
六
キ
ロ 

グ
ラ
ム
未
満 

十
一
・
九 

千
七
百
六
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
二
千
十
六
キ
ロ
グ 

ラ
ム
未
満 

十
・
八 

二
千
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
二
千
二
百
六
十
六
キ
ロ 

グ
ラ
ム
未
満 

九
・
八 

軽
油
を
燃
料
と
す

る
乗
用
車 

 

二
千
二
百
六
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上 

八
・
七 

七
百
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
（
構
造
Ａ
） 

二
十
・
二 

七
百
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
（
構
造
Ｂ) 
十
七
・
〇 

七
百
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
八
百
二
十
八
キ
ロ
グ
ラ
ム

未
満
（
構
造
Ａ
） 

十
八
・
〇 

七
百
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
八
百
二
十
八
キ
ロ
グ
ラ
ム

未
満
（
構
造
Ｂ) 

十
六
・
七 

ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料

と
す
る
軽
貨
物
自

動
車
（
変
速
機
が
手

動
式
の
も
の
） 

八
百
二
十
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上 

十
五
・
五 

七
百
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
（
構
造
Ａ
） 

十
八
・
九 

七
百
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
（
構
造
Ｂ
） 

十
六
・
二 

七
百
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
八
百
二
十
八
キ
ロ
グ
ラ
ム

未
満
（
構
造
Ａ
） 

十
六
・
五 

ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料

と
す
る
軽
貨
物
自

動
車
（
変
速
機
が
手

動
式
以
外
の
も
の
） 

七
百
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
八
百
二
十
八
キ
ロ
グ
ラ
ム

未
満
（
構
造
Ｂ
） 

十
五
・
五 



 

八
百
二
十
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上 

十
四
・
九 

千
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満 

十
七
・
八 

ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料

と
す
る
軽
量
貨
物

自
動
車
（
変
速
機
が

手
動
式
の
も
の
） 
千
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上 

十
五
・
七 

千
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満 

十
四
・
九 

ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料

と
す
る
軽
量
貨
物

自
動
車
（
変
速
機
が

手
動
式
以
外
の
も

の
） 

千
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上 

十
三
・
八 

千
二
百
六
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
（
構
造
Ａ
） 

十
四
・
五 

千
二
百
六
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
（
構
造
Ｂ
） 

十
二
・
三 

千
二
百
六
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
千
五
百
十
六
キ
ロ

グ
ラ
ム
未
満 

十
・
七 

ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料

と
す
る
中
量
貨
物

自
動
車
（
変
速
機
が

手
動
式
の
も
の
） 

千
五
百
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上 

九
・
三 

千
二
百
六
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
（
構
造
Ａ
） 

十
二
・
五 

千
二
百
六
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
（
構
造
Ｂ
） 

十
一
・
二 

ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料

と
す
る
中
量
貨
物

自
動
車
（
変
速
機
が

手
動
式
以
外
の
も

の
） 

千
二
百
六
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上 

十
・
三 

軽
油
を
燃
料
と
す

る
軽
量
貨
物
自
動

車
（
変
速
機
が
手
動

式
の
も
の
） 

 
十
七
・
七 

軽
油
を
燃
料
と
す

る
軽
量
貨
物
自
動

車
（
変
速
機
が
手
動

式
以
外
の
も
の
） 

 

十
五
・
一 

千
二
百
六
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
（
構
造
Ａ
） 

十
七
・
四 

千
二
百
六
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
（
構
造
Ｂ
） 

十
四
・
六 

千
二
百
六
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
千
五
百
十
六
キ
ロ

グ
ラ
ム
未
満 

十
四
・
一 

軽
油
を
燃
料
と
す

る
中
量
貨
物
自
動

車
（
変
速
機
が
手
動

式
の
も
の
） 

千
五
百
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上 

十
二
・
五 



千
二
百
六
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
（
構
造
Ａ
） 

十
四
・
五 

千
二
百
六
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
（
構
造
Ｂ
） 

十
二
・
六 

千
二
百
六
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
千
五
百
十
六
キ
ロ

グ
ラ
ム
未
満 

十
二
・
三 

千
五
百
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
千
七
百
六
十
六
キ
ロ

グ
ラ
ム
未
満 

十
・
八 

軽
油
を
燃
料
と
す

る
中
量
貨
物
自
動

車
（
変
速
機
が
手
動

式
以
外
の
も
の
） 

千
七
百
六
十
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上 

 

九
・
九 

備
考 一 

こ
の
表
に
お
い
て
「
車
両
重
量
」
と
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
一
条
第
三
号
に
規
定 

す
る
空
車
状
態
に
お
け
る
自
動
車
の
重
量
を
い
う
。 

二 

こ
の
表
に
お
い
て
「
乗
用
車
」
と
は
、
法
第
三
条
に
規
定
す
る
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
及 

び
軽
自
動
車
で
あ
っ
て
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
人
以
下
の
も
の
を
い
う
。 

三 

こ
の
表
に
お
い
て
「
軽
貨
物
自
動
車
」
と
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年 

運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
第
二
条
の
軽
自
動
車
で
あ
っ
て
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い 

う
。 

四 

こ
の
表
に
お
い
て
「
軽
量
貨
物
自
動
車
」
と
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
条
の
車
両 

総
重
量
が
千
七
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
普
通
自
動
車
又
は
小
型
自
動
車
で
あ
っ
て
貨
物
の
運
送
の

用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。 

五 

こ
の
表
に
お
い
て
「
中
量
貨
物
自
動
車
」
と
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
二
条
の
車
両 

総
重
量
が
千
七
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
二
千
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
普
通
自
動
車
又
は
小
型
自

動
車
で
あ
っ
て
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。 

六 

こ
の
表
に
お
い
て
「
構
造
Ａ
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
構
造
を
い
う
。 

イ 

最
大
積
載
量
を
車
両
総
重
量
で
除
し
た
値
が
〇
・
三
以
下
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

乗
車
装
置
及
び
物
品
積
載
装
置
が
同
一
の
車
室
内
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
車
室 

と
車
体
外
と
を
固
定
さ
れ
た
屋
根
、
窓
ガ
ラ
ス
等
の
隔
壁
に
よ
り
仕
切
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ 

る
こ
と
。 

ハ 

運
転
車
室
の
前
方
に
原
動
機
を
有
し
、
か
つ
、
前
軸
の
み
に
動
力
を
伝
達
で
き
る
も
の
又
は 

前
軸
及
び
後
軸
の
そ
れ
ぞ
れ
一
軸
以
上
に
動
力
を
伝
達
で
き
る
も
の
（
後
軸
に
動
力
を
伝
達
す 

る
場
合
に
お
い
て
前
軸
か
ら
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
及
び
プ
ロ
ペ
ラ
・
シ
ャ
フ
ト
を
用
い
て
後
軸
に
動 

力
を
伝
達
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

七 

こ
の
表
に
お
い
て
「
構
造
Ｂ
」
と
は
、
構
造
Ａ
以
外
の
構
造
を
い
う
。 

別
記
第
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



第九号様式（第十二条、第二十三条及び第三十三条） 
（表） 

 
千葉県環境保全条例第３７条第２項、第５4条第２項 
及び第５６条の 9第２項の規定による 
 

立  入  検  査  証 
 

所  属 
職・氏名 

年   月   日生 
年   月   日発行 
 

千葉県知事            印 
市    
町長 
村 

（裏） 
千葉県環境保全条例抜すい 

（立入検査） 
第 37条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設そ
の他の物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったと
きは、これを提示しなければならない。 

３ （略） 
（立入検査） 

第 54条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、許可施設の設置の場所又は採取者の
工場若しくは事業場に立ち入り、許可施設その他の物件を検査させることができる。 
２ 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったと
きは、これを提示しなければならない。 

３ （略） 
（立入検査） 

第５6条の 9 知事は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、特定事業者の事業所又は自動車
の所在する場所に立ち入り、自動車、自動車検査証、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったと
きは、これを提示しなければならない。 

３ （略） 
（罰則） 

第 71条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 
(５) 第 37条第１項、第 54条第１項又は第 56条の 9第 1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避し
た者 

 



別
記
第
十
九
号
様
式
中
「 

 
 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 
 

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
二
十
三

号
様
式
と
し
、
別
記
第
十
八
号
様
式
の
次
に
次
の
別
記
様
式
を
加
え
る 

                                  

第
二
十
五
条
 

第
三
十
四
条
」
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十九号様式（第二十四条第二項） 
（その一） 
 

  年  月  日 

 

千葉県知事       様 

 

郵便番号 

住 所 

氏 名                  ○印 

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

自 動 車 環 境 管 理 計 画 書 
 
千葉県環境保全条例第５５条の２第１項の規定により、自動車環境管理計画を次のとおり提出 

します。 

特定事業者の氏名又は名称  

特 定 事 業 者 の 所 在 地  

自 動 車 環 境 管 理 計 画 別添のとおり 

 

 

連 絡 先 

 

 

 

 

 

 

（電 話               ） 

 

※ 受 付 欄 

 

 

備考 
１ ※印の欄には記載しないこと。 
２ 個人が提出する場合は、申請者の氏名を自署することにより、押印を省略することができる。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ そ の 二 ）  

１  特 定 事 業 者 の 氏 名 又 は 名 称  

氏 名 又 は 名 称  

 

 

 

 
２  事 業 の 概 要  

事 業 者 の 所 在 地  

 

 

 

特 定 事 業 者 に 該 当 す る  

こ と と な っ た 日  

 

 

使 用 す る 自 動 車  台  

業  種   番  号   

従 業 員 数  人  

担 当 者 の  

所 属 及 び 氏 名  

 

 

 

 

 

 

管 理 体 系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ そ の 三 ）  
３  事 業 所 別 の 自 動 車 の 状 況  

（     年   月   日 現 在 ）  

事 業 所 等 の 番 号      計  

事 業 所 等 の 名 称       

事 業 所 等 の  

所 在 地  
     

事 業 所 等 の  
連 絡 先 （電 話 番 号 ）  

     

従 業 員 数  人  人  人  人  人  

運 転 者 数  人  人  人  人  人  

種
類  

車 両 総 重 量  台 数  
（うちデ ィーゼル車 ）  

台 数  
（うちデ ィーゼル車 ） 

台 数  
（うちデ ィーゼル車 ） 

台 数  
（うちデ ィーゼル車 ） 

計  
（うちデ ィーゼル車 ） 

1 . 7 t以 下  台  台  台  台  台  

1 . 7 t超 ～  
2 . 5 t以 下  

台  台  台  台  台  

2 . 5 t超 ～  
3 . 5 t以 下  

台  台  台  台  台  

普
通
貨
物
自
動
車  3 . 5 t超  台  台  台  台  台  

1 . 7 t以 下  台  台  台  台  台  

1 . 7 t超 ～  
2 . 5 t以 下  

台  台  台  台  台  

2 . 5 t超 ～  
3 . 5 t以 下  台  台  台  台  台  

小
型
貨
物
自
動
車  3 . 5 t超  台  台  台  台  台  

1 . 7 t以 下  台  台  台  台  台  

1 . 7 t超 ～  
2 . 5 t以 下  

台  台  台  台  台  

2 . 5 t超 ～  
3 . 5 t以 下  

台  台  台  台  台  

 

3 . 5 t超  台  台  台  台  台  

1 . 7 t以 下  台  台  台  台  台  

1 . 7 t超 ～  
2 . 5 t以 下  

台  台  台  台  台  

2 . 5 t超 ～  
3 . 5 t以 下  台  台  台  台  台  

 

3 . 5 t超  台  台  台  台  台  

1 . 7 t以 下  台  台  台  台  台  

1 . 7 t超 ～  
2 . 5 t以 下  台  台  台  台  台  

2 . 5 t超 ～  
3 . 5 t以 下  

台  台  台  台  台  

特
種
自
動
車  

3 . 5 t超  台  台  台  台  台  

乗 用 自 動 車  台  台  台  台  台  

合  計  台  台  台  台  台  

（
定

員  

人

以

上

）

 

大
型
バ
ス

 

3 0  

（
定

員  

人

以

上

）

 

マ
イ
ク
ロ
バ
ス

 

1 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ そ の 四 ）  

４ － １  自 動 車 排 出 窒 素 酸 化 物 及 び 粒 子 状 物 質 の 排 出 量 （ 総 括 ）  

番 号  事 業 所 等 の 名 称  窒 素 酸 化 物 排 出 量 ( k g )  粒 子 状 物 質 排 出 量 ( k g )  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

合  計  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ そ の 五 ）  

４ － ２  自 動 車 排 出 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量  

 

 

番 号  自 動 車 の 種 別  初 度 登 録年 月  
型 式 の  
識 別 記 号  

Ｎ Ｏ ｘ  
排 出 係 数  
( A )  

車 両 総 重 量  
（ ｔ ）  
( B )  

走 行 距 離  
（ 千 k m）  
( C )  

Ｎ Ｏ ｘ 排 出 量 (k g )  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 計   

備 考  Ｎ Ｏ ｘ 排 出 量 は 、 車 両 総 重 量 が ３ .５ ト ン を 超 え る 自 動 車 に あ っ て は ( A )× ( B )

× ( C )、 そ の 他 の 自 動 車 に あ っ て は ( A )× ( C )に よ り 算 出 す る こ と 。  

 

事 業 場 等 の  
番 号 及 び 名 称  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ そ の 六 ）  

４ － ３  自 動 車 排 出 粒 子 状 物 質 の 排 出 量  

 

 

番 号  自 動 車 の 種 別  型 式 の  
識 別 記 号  

排 出 ガ ス  
低 減 装 置  
の 装 着  

Ｐ Ｍ  
排 出 係 数  
( A )  

車 両 総 重 量  
（ ｔ ）  
( B )  

走 行 距 離  
（ 千 k m）  
( C )  

Ｐ Ｍ 排 出 量 (k g )  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 計   

備 考  Ｐ Ｍ 排 出 量 は 、 車 両 総 重 量 が ３ .５ ト ン を 超 え る 自 動 車 に あ っ て は (A )× (B )×

(C )、 そ の 他 の 自 動 車 に あ っ て は (A )× ( C )に よ り 算 出 す る こ と 。  

 

事 業 場 等 の  
番 号 及 び 名 称  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ そ の 七 ）  

５  自 動 車 排 出 窒 素 酸 化 物 及 び 粒 子 状 物 質 排 出 量 の 目 標 （ 目 標 年 度 ：     年 度 ）  

窒 素 酸 化 物 排 出 量 ( k g )  

 

 

 

 

 

粒 子 状 物 質 排 出 量 ( k g )  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ そ の 八 ）  

６  自 動 車 の 低 公 害 車 等 へ の 代 替 計 画  

現 状 の
台 数  

   年 度     年 度     年 度     年 度     年 度  合  計  

減 少  
(廃 車 等 )  

減 少  
(廃 車 等 )  

減 少  
(廃 車 等 )  

減 少  
(廃 車 等 )  

減 少  
(廃 車 等 )  

    年  
 月  日
現 在  台 数  番 号  

新 規  
使 用  
台 数  台 数  番 号  

新 規  
使 用  
台 数  台 数  番 号  

新 規  
使 用  
台 数  台 数  番 号  

新 規  
使 用  
台 数  台 数  番 号  

新 規  
使 用  
台 数  

減 少  
台 数  

新 規  
使 用  
台 数  

低  台 台   台  台   台  台   台  台   台  台   台  台  台  
天
然
ガ
ス

 

自
動
車 

他  台 台   台  台   台  台   台  台   台  台   台  台  台  

低  台 台   台  台   台  台   台  台   台  台   台  台  台  液
化
石
油
ガ
ス

 

（
Ｌ
Ｐ
Ｇ
）

 

自
動
車 

他  台 台   台  台   台  台   台  台   台  台   台  台  台  

良  台 台   台  台   台  台   台  台   台  台   台  台  台  

優  台 台   台  台   台  台   台  台   台  台   台  台  台  

超  台 台   台  台   台  台   台  台   台  台   台  台  台  

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車

 

他  台 台   台  台   台  台   台  台   台  台   台  台  台  

低  台 台   台  台   台  台   台  台   台  台   台  台  台  軽
油
（
デ
ィ
ー

ゼ
ル
）
自
動
車

 他  台 台   台  台   台  台   台  台   台  台   台  台  台  

低  台 台   台  台   台  台   台  台   台  台   台  台  台  ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

 

自
動
車 

他  台 台   台  台   台  台   台  台   台  台   台  台  台  

電 気  
自 動 車  

低  台 台   台  台   台  台   台  台   台  台   台  台  台  

低  台 台   台  台   台  台   台  台   台  台   台  台  台  メ
タ
ノ
ー
ル

 

自
動
車 

他  台 台   台  台   台  台   台  台   台  台   台  台  台  

合  計  台 台   台  台   台  台   台  台   台  台   台  台  台  

う ち 低 公 害

車 の 合 計  
台 台   台  台   台  台   台  台   台  台   台  台  台  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ そ の 九 ）  

７  自 動 車 に 対する粒子状物質減少装置装着計画  

現 状 の

台 数  
    年 度      年 度      年 度      年 度      年 度  合 計  

新 規 装 着  新 規 装 着  新 規 装 着  新 規 装 着  新 規 装 着  

 

   年  
 月  日  
現 在  台 数  番 号  台 数  番 号  台 数  番 号  台 数  番 号  台 数  番 号  

装 着
台 数  

軽
油
（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
）
自
動
車

 

 台   台   台   台   台   台  

 

 

８  自 動 車 に 係 る適正運転の実施等に関する計画  

計  画  事  項  内      容  

適 正 運 転 の 実施   

車 両 の 維 持 管理   

そ の 他   

 



 

 

 

 

（ そ の 十 ）  

９  自 動 車 の 走 行 量 の 削 減 の た め の 措 置 に 関 す る 計 画  

計  画  事  項  内      容  

共 同 輸 配 送 の 促 進   

帰 り 荷 の 確 保   

ジ ャ ス ト ・ イ ン ・ タ イ ム

サ ー ビ ス （ 多 頻 度 少 量 輸

送 を い う 。 ） の 改 善  

 

受 注 時 間 と 配 送 時 間 の ル

ー ル 化  

 

検 品 の 簡 略 化   

道 路 混 雑 時 の 輸 配 送 の 見

直 し 等  

 

商 品 の 標 準 化 等   

モ ー ダ ル シ フ ト （ 鉄 道 及

び 海 運 の 活 用 を い う 。 ）

の 推 進  

 

公 共 交 通 機 関 の 利 用 の 促

進  

 

情 報 化 の 推 進   

物 流 施 設 の 高 度 化 、 物 流

拠 点 の 整 備 等  

 

そ の 他   



 第二十号様式（第二十五条第一項） 
 

  年  月  日 

 

千葉県知事       様 

 

郵便番号 

住 所 

氏 名                 ○印 

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

自動車環境管理計画書変更届出書 
 
千葉県環境保全条例第５５条の２第３項の規定により、自動車環境管理計画の変更を次のとおり

届け出ます。 

特定事業者の氏名又は名称 
 

 

 

特 定 事 業 者 の 所 在 地 

 

 

変 更 し た 事 項 
 

 

変 更 の 理 由  

変更後の自動車環境管理計画 別添のとおり 

変 更 年 月 日  

 

連 絡 先 

 

 

 

（電 話               ） 

 

※ 受 付 欄 

 

 

備考 
１ ※印の欄には記載しないこと。 
２ 個人が提出する場合は、申請者の氏名を自署することにより、押印を省略することができる。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二十一号様式（第二十六条第一項） 
（その一） 
 

  年  月  日 

 

千葉県知事       様 

 

郵便番号 

住 所 

氏 名                 ○印 

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

自 動 車 環 境 管 理 実 績 報 告 書  
 
千葉県環境保全条例第５５条の３の規定により、自動車環境管理実績報告を次のとおり提出しま

す。 

 

特定事業者の氏名又は名称 

 

 

 

 

 

特 定 事 業 者 の 所 在 地 

 

 

自 動 車 環境 管 理実 績報 告 別紙のとおり 

 

 

連 絡 先 

 

 

 

 

 

 

（電 話               ） 

 

※ 受 付 欄 

 

 

備考 
１ ※印の欄には記載しないこと。 
２ 個人が提出する場合は、申請者の氏名を自署することにより、押印を省略することができる。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ そ の 二 ）  
１  事 業 所 別 の 自 動 車 の 状 況  

（     年   月   日 現 在 ）  

事 業 所 等 の 番 号      計  

事 業 所 等 の 名 称       

事 業 所 等 の  

所 在 地  
     

事 業 所 等 の  
連 絡 先 （電 話 番 号 ）  

     

従 業 員 数  人  人  人  人  人  

運 転 者 数  人  人  人  人  人  

種
類  

車 両 総 重 量  台 数  
（うちデ ィー ゼル車 ）  

台 数  
（うちデ ィー ゼル車 ） 

台 数  
（うちデ ィー ゼル車 ） 

台 数  
（うちデ ィー ゼル車 ） 

計  
（うちデ ィー ゼル車 ） 

1 . 7 t以 下  台  台  台  台  台  

1 . 7 t超 ～  
2 . 5 t以 下  

台  台  台  台  台  

2 . 5 t超 ～  
3 . 5 t以 下  

台  台  台  台  台  

普
通
貨
物
自
動
車  3 . 5 t超  台  台  台  台  台  

1 . 7 t以 下  台  台  台  台  台  

1 . 7 t超 ～  
2 . 5 t以 下  

台  台  台  台  台  

2 . 5 t超 ～  
3 . 5 t以 下  

台  台  台  台  台  

小
型
貨
物
自
動
車  3 . 5 t超  台  台  台  台  台  

1 . 7 t以 下  台  台  台  台  台  

1 . 7 t超 ～  
2 . 5 t以 下  

台  台  台  台  台  

2 . 5 t超 ～  
3 . 5 t以 下  

台  台  台  台  台  

 

3 . 5 t超  台  台  台  台  台  

1 . 7 t以 下  台  台  台  台  台  

1 . 7 t超 ～  
2 . 5 t以 下  

台  台  台  台  台  

2 . 5 t超 ～  
3 . 5 t以 下  

台  台  台  台  台  

 

3 . 5 t超  台  台  台  台  台  

1 . 7 t以 下  台  台  台  台  台  

1 . 7 t超 ～  
2 . 5 t以 下  

台  台  台  台  台  

2 . 5 t超 ～  
3 . 5 t以 下  

台  台  台  台  台  

特
種
自
動
車  

3 . 5 t超  台  台  台  台  台  

乗 用 自 動 車  台  台  台  台  台  

合  計  台  台  台  台  台  

（
定

員  

人

以

上

）

 

大
型
バ
ス

 

3 0  

（
定

員  

人

以

上

）

 

マ
イ
ク
ロ
バ
ス

 

1 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ そ の 三 ）  

２ － １  自 動 車 排 出 窒 素 酸 化 物 及 び 粒 子 状 物 質 の 排 出 量 （ 総 括 ）  

番 号  事 業 所 等 の 名 称  窒 素 酸 化 物 排 出 量 ( k g )  粒 子 状 物 質 排 出 量 ( k g )  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

合      計  
 

 

 

 

（ 参 考 ） 自 動 車 排 出 窒 素 酸 化 物 及 び 粒 子 状 物 質 排 出 量 の 目 標 （目 標 年 度 ：      年 度 ）  

窒 素 酸 化 物 排 出 量 ( k g )  
 

 

 

粒 子 状 物 質 排 出 量 ( k g )  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ そ の 四 ）  

２ － ２  自 動 車 排 出 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量  

 

 

番 号  自 動 車 の 種 別  初 度 登 録年 月  
型 式 の  
識 別 記 号  

Ｎ Ｏ ｘ  
排 出 係 数  
( A )  

車 両 総 重 量  
（ ｔ ）  
( B )  

走 行 距 離  
（ 千 k m）  
( C )  

Ｎ Ｏ ｘ 排 出 量 (k g )  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 計   

備 考  Ｎ Ｏ ｘ 排 出 量 は 、 車 両 総 重 量 が ３ .５ ト ン を 超 え る 自 動 車 に あ っ て は ( A )× ( B )

× ( C )、 そ の 他 の 自 動 車 に あ っ て は ( A )× ( C )に よ り 算 出 す る こ と 。  

 

事 業 場 等 の  
番 号 及 び 名 称  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ そ の 五 ）  

２ － ３  自 動 車 排 出 粒 子 状 物 質 の 排 出 量  

 

 

番 号  自 動 車 の 種 別  型 式 の  
識 別 記 号  

排 出 ガ ス  
低 減 装 置  
の 装 着  

Ｐ Ｍ  
排 出 係 数  
( A )  

車 両 総 重 量  
（ ｔ ）  
( B )  

走 行 距 離  
（ 千 k m）  
( C )  

Ｐ Ｍ 排 出 量 (k g )  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 計   

備 考  Ｐ Ｍ 排 出 量 は 、 車 両 総 重 量 が ３ .５ ト ン を 超 え る 自 動 車 に あ っ て は (A )× ( B )×  

( C )、 そ の 他 の 自 動 車 に あ っ て は (A )× ( C )に よ り 算 出 す る こ と 。  

 

事 業 場 等 の  
番 号 及 び 名 称  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ そ の 六 ）  

３  自 動 車 の 低 公 害 車 等 へ の 代 替 状 況  

現 状 の 台 数      年 度  

減 少 (廃 車 等 ) 新 規 使 用      年  

 月  日 現 在  台 数  番 号  台 数  番 号  

低       
天 然 ガ ス  

自 動 車  
他       

低       液 化 石 油 ガ ス  

（ Ｌ Ｐ Ｇ ）  

自 動 車  他       

良       

優       

超       

ガ ソ リ ン  

自 動 車  

他       

低       軽 油  

（ デ ィ ー ゼ ル ）  

自 動 車  他       

低       
ハ イ ブ リ ッ ド  

自 動 車  
他       

電 気 自 動 車  低       

低       
メ タ ノ ー ル  

自 動 車  
他       

合    計       

う ち 低 公 害 車 の 合 計       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ そ の 七 ）  

４  自 動 車 に 対 す る 粒 子 状 物 質 減 少 装 置 装 着 状 況  

現 状 の 台 数      年 度  

新 規 装 着      年  

 月  日 現 在  台 数  番 号  

軽 油  

（ デ ィ ー ゼ ル ）  

自 動 車  

台  台   

 

 

５  自 動 車 に 係 る 適 正 運 転 の 実 施 等 に 関 す る 状 況  

計  画  事  項  内      容  

適 正 運 転 の 実 施   

車 両 の 維 持 管 理   

そ の 他   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ そ の 八 ）  

６  自 動 車 の 走 行 量 の 削 減 の た め の 措 置 に 関 す る 状 況  

計  画  事  項  内      容  

共 同 輸 配 送 の 促 進   

帰 り 荷 の 確 保   

ジ ャ ス ト ・ イ ン ・ タ イ ム

サ ー ビ ス （ 多 頻 度 少 量 輸

送 を い う 。 ） の 改 善  

 

受 注 時 間 と 配 送 時 間 の ル

ー ル 化  

 

検 品 の 簡 略 化   

道 路 混 雑 時 の 輸 配 送 の 見

直 し 等  

 

商 品 の 標 準 化 等   

モ ー ダ ル シ フ ト （ 鉄 道 及

び 海 運 の 活 用 を い う 。 ）

の 推 進  

 

公 共 交 通 機 関 の 利 用 の 促

進  

 

情 報 化 の 推 進   

物 流 施 設 の 高 度 化 、 物 流

拠 点 の 整 備 等  

 

そ の 他   



 

 

 

 

（ そ の 九 ）  

７  自 動 車 の 燃 料 等 使 用 量 に 関 す る 状 況  

燃 料 等 の 種 類  単  位  使  用  量  

ガ ソ リ ン  リ ッ ト ル   

軽 油  リ ッ ト ル   

液 化 石 油 ガ ス （Ｌ ＰＧ ）  リ ッ ト ル   

天 然 ガ ス  立 方 メ ー ト ル   

電 気  キ ロワ ッ ト時   

そ の 他 （      ）    

 

 



 第二十二号様式（第二十七条第一項） 
 

  年  月  日 

 

千葉県知事       様 

 

郵便番号 

住 所 

氏 名                 ○印 

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の 

所在地、名称及び代表者の氏名 

 

選 任 
自 動 車 環 境 管 理 者     届 出 書 

解 任 
選任 

千葉県環境保全条例第５５条の５第２項の規定により、自動車環境管理者を次のとおり  しま 
解任 

したので届け出ます。 
選任 

年月日 
解任 

 

所属  自 動 車 環 境 管 理 者 

氏名  

選任 
事由 

解任 

選任 
年月日 

解任 
 

所属  自 動 車 環 境 管 理 者 

氏名  

選任 
事由 

解任 

 

連 絡 先 

 

 

 

（電 話               ） 

※ 受 付 欄  

備考 
１ ※印の欄には記載しないこと。 
２ 個人が提出する場合は、申請者の氏名を自署することにより、押印を省略することができる。



附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



○
千
葉
県
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
三
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
の
量
を

燃
料
消
費
率
か
ら
求
め
る
方
法
（
平
成
十
四
年
七
月
三
十
一
日
千
葉
県
告
示
第
六
百
二
十
四
号
） 

 

千
葉
県
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
千
葉
県
規
則
第
七
十
八
号
）
第
三
十
一
条
第
三
項
第
五

号
の
規
定
に
よ
り
、
二
酸
化
炭
素
の
量
を
燃
料
消
費
率
か
ら
求
め
る
方
法
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

な
お
、
こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

 

一 

ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
の
場
合 

   

二 

軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
の
場
合 

   

１ 

こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、
Ａ
及
び
Ｂ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。 

Ａ 

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
走
行
当
た
り
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
（
グ
ラ
ム
ー
二
酸
化
炭
素
／ 

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
） 

Ｂ 

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
料
消
費
率
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
リ
ッ
ト
ル
） 

２ 

こ
れ
ら
の
式
に
あ
る
数
値
の
内
容
及
び
単
位
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

8,400 

ガ
ソ
リ
ン
一
リ
ッ
ト
ル
あ
た
り
の
発
熱
量
（
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
／
リ
ッ
ト
ル
） 

0.07658 

ガ
ソ
リ
ン
の
発
熱
量
当
た
り
の
二
酸
化
炭
素
排
出
原
単
位
（
グ
ラ
ム
ー
炭
素
／ 

キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
） 

9,200 

軽
油
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
発
熱
量
（
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
／
リ
ッ
ト
ル
） 

0.07839 

軽
油
の
発
熱
量
当
た
り
の
二
酸
化
炭
素
排
出
原
単
位
（
グ
ラ
ム
ー
炭
素
／
キ
ロ 

カ
ロ
リ
ー
） 

 

― 

二
酸
化
炭
素
の
分
子
量
と
炭
素
の
原
子
量
の
比 
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×
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○
千
葉
県
環
境
保
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
四
年
七
月
三
十

一
日
千
葉
県
規
則
第
七
十
五
号
） 

 

千
葉
県
環
境
保
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則 

千
葉
県
環
境
保
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（
平
成
十
四
年
千
葉
県
条
例
第
十
七
号
）の
施
行
期
日
は
、

平
成
十
五
年
四
月
一
日
と
す
る
。 


